
税大ジャーナル 21 2013. 6 

 

181 

裁決評釈 

滞納者を契約者兼被保険者とし、保険金受取人を審査請求人と

する保険契約に基づいて死亡保険金を受領した審査請求人は、

国税徴収法第 39条の規定により、滞納者が払込みをした保険

料相当額の第二次納税義務を負うとした事例 

国税不服審判所平成 22年 3月 9日裁決（裁決事例集 79号） 

 

前税務大学校研究部教授 

深 井 剛 良  

 

◆SUMMARY◆ 

 
国税徴収法は、本来の納税義務者から国税を徴収できない場合に、当該納税義務者と一定
の関係にある者からその国税を徴収することができる第二次納税義務の制度を定めている。
この第二次納税義務は 11種類あるが、最も多く適用されているのが同法第 39条に定められ
ている無償譲受人等の第二次納税義務であり、近年、その告知処分の適否が争われる事例も
多いようである。 

 本稿は、特殊な事例とは思われるが、表題の事例についての裁決（http://www.kfs.nta.go.jp/ 

service/JP/79/43/index.html）を通じて、同条の第二次納税義務の制度の趣旨や要件等を明
らかにした上で、上記裁決の妥当性について評釈するものである。（平成 24年 10月 26日
税務大学校ホームページ掲載） 

（税大ジャーナル編集部） 
 

 

本内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、税

務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解を示

すものではありません。 
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１ 事案の概要 

本件は、納税者 A（以下「本件滞納者」と
いう。）が死亡したことにより、本件滞納者を
契約者兼被保険者とし、死亡保険金の受取人
を審査請求人（以下「請求人」という。）とす
る生命保険契約に基づいて請求人が死亡保険
金を受領したところ、原処分庁が、請求人は
本件滞納者のした当該生命保険契約に基づく
保険料の払込みにより利益を受けたとして、
請求人に対し、国税徴収法（以下「徴収法」
という。）第 39条《無償又は著しい低額の譲
受人等の第二次納税義務》の規定に基づき、
当該払込保険料相当額を限度とする第二次納
税義務の納付告知処分をしたのに対し、請求
人が、当該保険料の払込みの時に請求人は何
ら利益を受けていないから、当該納付告知処
分は違法であるとして、その全部の取消しを
求めた事案である。 

 

２ 裁決の要旨 

保険契約者が保険金の受取人を第三者とす
るいわゆる他人のための生命保険契約に基づ
く保険料の払込みは、保険会社に対して生命

保険契約に基づく義務を履行するものではあ
るが、保険事故が発生したときに当該第三者
に利益を与える目的を達成するために、自己
の積極財産を減少させる行為であるから、保
険金受取人は、保険事故が発生した場合、保
険契約者の行った保険料の払込みという積極
財産を減少させる行為によって、無償で保険
金支払請求権を取得し、利益を受けたという
ことができる。 

そして、保険金の支払請求権は、保険事故
の発生により、保険金受取人が原始取得する
ものであり、保険金は滞納者である保険契約
者からではなく保険会社から支払われるもの
であるから、滞納者である保険契約者が保険
金受取人に対して直接財産処分行為をしたと
はいえないが、徴収法第 39 条の条文からす
れば、滞納者の財産処分行為と保険金受取人
の受けた利益との間に基因関係が認められれ
ば足り、滞納者が保険金受取人に対して直接
財産処分行為を行っていることまで要するも
のではないと解するのが相当である。 

もっとも、徴収法第 39 条が、国税債権の
確保のための詐害行為取消権の行使による逸
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出財産の取戻しを行うのと同様の効果を得よ
うとするものであること、同条にいう「無償
譲渡等の処分」（筆者注：「無償又は著しく低
い額の対価による譲渡（担保の目的でする譲
渡を除く。）、債務の免除その他第三者に利益
を与える処分」のこと）が、第三者に異常な
利益を与える積極財産の減少行為をいうもの
と解され、本件のような被保険者が死亡した
場合にその遺族に保険金が支払われる生命保
険契約が、被保険者の死亡後における遺族の
生活を保障するために締結されるものであ
り、保険料の払込みが当該契約に基づく債務
の履行にすぎないことからすれば、保険契約
者の職業や地位、資力、遺族の人数・年齢、
国税の納付・徴収と保険料の払込みとの関係
等を総合的に考慮して、当該保険料の払込み
と保険事故発生後の保険金の支払が保険金受
取人に異常な利益を与えるものであるといえ
ない限り、保険料の払込みが徴収法第 39 条
の「無償譲渡等の処分」に当たらないと解す
るのが相当である。 

これを本件についてみると、本件滞納者は、
滞納国税のほか多額の債務を抱えていた状況
の下で、本件各滞納国税のうち法定納期限が
最も古い国税の法定納期限の 1年前の日以後
本件滞納者が死亡するまでの間の納付回数は
6 回にとどまり、月平均納付額も約○○○○
円にとどまる一方、毎月計○○○○円の保険
料を継続的に払い込んだこと、請求人が受領
した死亡保険金の総額が 394,201,799 円で
あって、遺族は請求人と成人していた子 Cで
あることからすれば、本件滞納者が請求人と
ともに歯科医業を営み、相当の収入を得てい
たこと、また、一般的には遺族を受取人とす
る生命保険契約が、被保険者の死亡後におけ
る遺族の生活を保障するために締結されるも
のであり、本件においても、本件滞納者の死
亡後における配偶者、子 B及び子 Cの生活を
保障するものとして締結されたものであると
考えられることを考慮しても、本件各生命保

険契約に基づいて本件滞納者がした保険料の
払込みは、請求人に異常な利益を与えるため
の積極財産の減少行為として、徴収法第 39

条の無償譲渡等の処分に当たるといわざるを
得ない。 

そうすると、請求人は、本件滞納者が本件
各生命保険契約に基づいてした保険料の払込
みという無償譲渡等の処分により、本件滞納
者の積極財産の減少額である払込保険料と同
額の利益を受けたものと認められる。 

この点に関して、請求人は、徴収法第 39

条が規定する無償譲渡等の処分により利益を
受けた者が特殊関係者である場合の第二次納
税義務の範囲について定めた徴収法基本通達
第 39条関係 16が、無償譲渡等の処分によっ
て受けた利益が金銭以外のものであるときは
無償譲渡等の処分がされた時の現況によるそ
のものの額を第二次納税義務の範囲とする旨
を定めていることをもって、本件滞納者が保
険料を払い込んだ時には利益が生じていない
から、請求人の受けた利益はない旨主張する
が、同通達は、受益者が滞納者の親族その他
の特殊関係者である場合、第二次納税義務の
範囲は、利益が現に存する限度ではなく、無
償譲渡等の処分により受けた利益の限度とさ
れていることから、無償譲渡等の処分によっ
て滞納者から受益者に直接財産が移転したよ
うな場合、すなわち、受益が無償譲渡等の処
分の時に生じる場合には、その時点における
無償譲渡等の処分により受益者が取得した財
産の価額が第二次納税義務の範囲となる旨を
定めたものと解されるのであり、徴収法第 39

条が、滞納者の行った無償譲渡等の処分に
よって利益を受けた特殊関係者に対して受け
た利益の限度で第二次納税義務を負わせるこ
とにより、逸出財産を取り戻して国税債権の
確保を図るのと同様の効果を得ようとするも
のであることからすれば、条件が成就するこ
とによって滞納者の財産処分行為に基因する
受益が生じる場合には、無償譲渡等の処分が
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行われた時点で受益が生じていなければなら
ないと解するのは相当でなく、受益が生じた
時点における現況により、第二次納税義務の
範囲を判定するのが相当である。 

これを他人のためにする生命保険契約につ
いてみると、保険契約者は、保険事故の発生
を条件として、保険金受取人に対して利益を
与える目的で保険料の払込みという財産処分
行為を行うのであるから、上記の法令解釈に
照らして同条を適用することができる場合に
は、その条件が成就したときの現況により利
益の有無及びその範囲を判定するのが相当で
ある。 

したがって、請求人の主張は採用できない。 

 

３ 評 釈 

(1) 徴収法第 39条の第二次納税義務の要件 

徴収法第 39 条は、滞納者の国税につき滞
納処分を執行してもなおその徴収すべき額に
不足すると認められる場合において、その不
足すると認められることが、当該国税の法定
納期限の 1年前の日以後に、滞納者がその財
産につき行った無償又は著しく低い額の対価
による譲渡、債務の免除その他第三者に利益
を与える処分（無償譲渡等の処分）に基因す
ると認められるときは、これらの処分により
権利を取得し、又は義務を免かれた者は、こ
れらの処分により受けた利益が現に存する限
度（当該第三者が滞納者の親族その他の特殊
関係者であるときは、受けた利益の限度）に
おいて、その滞納に係る国税の第二次納税義
務を負う旨規定している。したがって、同条
の第二次納税義務の要件は、①いわゆる徴収
不足と認められること、②納税者が滞納国税
の法定納期限の 1年前の日以後にその財産に
ついて無償譲渡等の処分を行ったこと、③上
記①の徴収不足と認められることが上記②の
無償譲渡等の処分に基因すると認められるこ
と、の 3点である。 

(2) 徴収法第 39 条の第二次納税義務制度の

趣旨 

納税者が国税を滞納した場合、その納税者
の財産について滞納処分を執行することに
よってその国税を強制的に徴収することが予
定されており、そこでは、納税者の財産が滞
納国税の引当てとなる。しかし、納税者がそ
の財産を処分した場合において、その対価と
して処分した財産に見合う何らかの財産を新
たに取得している場合にはその新たに取得し
た財産が滞納国税の引当てとなるものの、処
分した財産に見合う財産を取得していない場
合、すなわち、無償又は著しく低額な対価で
の処分や債務免除をしたような場合には、滞
納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足
することとなることが容易に想定される。 

このような場合、その納税者の行ったこれ
らの処分が詐害行為であるとして、その取消
しを求める訴訟を提起し（民法第 424条）、
勝訴判決を得て、その処分によって逸出した
財産を納税者に帰属させた上で、その財産に
対する滞納処分を行うことによって滞納国税
を徴収することが可能な場合もあるが、勝訴
判決を得るためには、滞納者と受益者の悪意
（詐害の意思）を立証する必要があるほか、
詐害行為取消権の消滅時効が 2 年（民法第
426 条）と短いことなど、詐害行為取消権の
行使による徴収は、必ずしも容易でない。そ
こで、徴収法第 39 条は、このような場合に
おける国税の徴収確保の見地から、滞納者及
び受益者の悪意を問うことなく、滞納者が
行った無償譲渡等の処分により権利を取得
し、又は、義務を免れた第三者に対し、一定
の限度で滞納者の納税義務を補充的（二次的）
に負担させることとしたものと解される。 

以上のことからすれば、徴収法第 39 条の
第二次納税義務の制度は、租税徴収確保の観
点から、国税の引当てとなっていた滞納者の
財産が滞納者の行った無償譲渡等の処分に
よって逸出し、当該処分によって利益を受け
た者がいる場合に、滞納者及び受益者の悪意
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を問うことなく、その受益者に対して補充的
に滞納者の納税義務を負わせることにより、
国税債権の簡易迅速な確保を図ることとした
ものであり、本裁決が述べるように、国税債
権の確保を図るための詐害行為取消権の行使
による逸出財産の取戻しを行うのと同様の効
果を得ようとするものであるといえる。 

(3) 徴収法第 39 条にいう「無償譲渡等の処

分」の意義 

上記(1)で述べた徴収法第 39 条の第二次納
税義務の要件のうち、徴収法第 39 条に規定
する無償譲渡等の処分の意義については、東
京地裁昭和 45年 11月 30日判決（判例時報
613 号 23頁）が、「国税徴収法 39 条の規定
する無償譲受人等の第二次納税義務は、滞納
者が純粋な経済的動機からは考えられないよ
うな処分行為をしたことによって国税の徴収
を免れる結果を招来した場合に、当該処分行
為により異常な利益を受けている第三者に対
して、一定の限度で、滞納者の滞納に係る国
税につき納付義務を負担させる制度であるか
ら、同条所定の処分行為は、必ずしも贈与、
売買、債務免除、財産分与等特定の行為類型
に属することを必要とせず、これら各種の約
因を帯有する行為であっても、それによって
第三者に異常な利益を与えるものであれば足
りる」と判示している(1)。また、同条の「第
三者に利益を与える処分」について、金子宏
教授は、上記東京地裁判決を引用し、第三者
に異常な利益を与える行為を広く含むと述べ
（金子宏・租税法〔第 17版〕147頁）、高松
地裁平成 12年 11月 20日判決（公刊物未登
載）は、「国税徴収法 39条の第二次納税義務
の制度は、租税負担の公平並びに租税徴収確
保の趣旨から、納税者の財産につき滞納処分
を執行してもなお徴収すべき額に不足すると
認められる場合において、その不足すると認
められることが滞納者の第三者に対する法定
納期限の 1年前の日以後になした無償又は著
しく低い額の対価による譲渡、債務の免除そ

の他第三者に利益を与える処分に基因すると
認められるときに、実質的に納税者にその財
産が帰属すると認めて、財産を取得し、債務
を免れ、あるいは、利益を受けた第三者に第
二次的に滞納者の納税義務を負担させる制度
である。右の見地に照らし、『第三者に利益を
与える処分』とは、譲渡及び債務の免除以外
の処分で、滞納者の積極財産の減少の結果、
広く第三者に利益を与える処分である限り、
行為態様に制限はないというべきである。」と
判示している。 

以上のことからすれば、第三者に対して異
常な利益を与える積極財産の減少行為(2)であ
れば、その態様を問わず、徴収法第 39 条に
いう「無償譲渡等の処分」に当たると解する
のが相当であろう。 

(4) 保険金受取人に対する徴収法第 39 条の

適用事例の有無等 

徴収法は、11種類の第二次納税義務を定め
ており(3)、徴収法第 39条が規定する無償譲受
人等の第二次納税義務は、最も適用事例の多
いものである。 

しかしながら、保険金受取人に対して徴収
法第 39 条が適用された事例についての裁判
例や公表裁決は見当たらず、実際に適用され
た事例としても、本件が初めてではないかと
思われる。 

その理由の第 1点は、滞納者が契約者とし
て保険料を払い込み、保険金受取人が保険金
を受け取って利益を得たとしても、そこに無
償譲渡等の処分があったといえるのか疑問で
あるということにあると思われる。すなわち、
保険料の払込みは、保険契約に基づく義務の
履行として保険会社に対して払い込むもので
あるから、保険金受取人に対する無償譲渡等
の処分ということは困難であり、また、保険
金請求権は、保険契約の効力発生と同時に保
険金受取人が自己の固有の権利として取得す
る（原始取得する）のであって、保険契約者
である滞納者から承継取得するものではな
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い(4)から、保険事故の発生により保険金受取
人が保険金請求権を現実に取得したとして
も(5)、そこに滞納者から保険金受取人に対す
る無償譲渡等の処分があるといえるのか疑問
であるということにあると思われるのである。 
第 2点目の理由としては、保険料の払込み
が滞納者の財産である金員を減少させる処分
であるとしても、保険金は保険会社から保険
金受取人に対して支払われるものであるか
ら、保険料の払込みと保険金受取人が取得し
た権利との間に直接の基因関係(6)を認めるこ
とが困難であるとともに、通常、保険料の払
込みから保険事故の発生までには相当の期間
が経過するため、保険料の払込みと徴収不足
との間に基因関係を見出しがたいということ
もあると思われる。 

さらに、第 3点目の理由としては、保険金
受取人は、通常、滞納者の相続人であるため、
被保険者である滞納者が死亡した場合には、
保険金受取人が滞納者の納税義務を承継する
（国税通則法第 5条）ので、保険金受取人に
対して第二次納税義務を負わせる必要がない
ことにあると考えられる。 

そして、この第 3点目の理由に関していえ
ば、本件の保険金受取人である請求人は、滞
納者の妻であるが、請求人も含めて相続人全
員が相続放棄をしたことによって請求人を含
む相続人が滞納者の納税義務を承継しなかっ
たため、徴収不足の状況で何らかの徴収方途
を検討する必要が生じ、過去の財産の処分状
況を調査する中で、保険料の払込みが徴収法
第 39条の無償譲渡等の処分に当たると考え、
本件第二次納税義務の告知処分が行われたも
のと思われる。 

(5) 他人のための保険契約に基づく保険金払

込みの無償譲渡等の処分該当性について 

上記(4)で述べたように、保険金受取人に対
して徴収法第 39 条が適用できるか否かにつ
いては、無償譲渡等の処分に該当するものが
あるか否かが問題となるので、この点につい

て検討する。 

保険契約者が保険金の受取人を第三者とす
るいわゆる他人のための生命保険契約は、保
険事故が発生したときに、保険金受取人とし
て指定された当該第三者に利益を与える目的
で締結されるものである（保険法第 42 条、
平成 20年法律第 57号による改正前の商法第
675条 1項参照）。そして、この契約に基づく
保険料の払込みは、保険契約者が保険会社に
対して保険契約上の義務を履行するものでは
あるが、それによって、保険契約者の財産（金
員）が減少することは疑いようがなく（保険
契約者が解約返戻金を取得するとしても、そ
の額は払込保険料より低額である。）、保険事
故が発生した場合、保険金受取人は、無償で
保険金支払請求権を取得し、利益を受けるこ
とになる。 

このように、他人のための保険契約に基づ
く保険料の払込みは、保険事故が発生したと
きに、保険金受取人に対して無償で利益を与
える目的で財産を処分するものであるから、
徴収法第 39 条の無償譲渡等の処分に該当す
るといえそうである。 

もっとも、上記(3)で述べたとおり、同条に
いう「無償譲渡等の処分」が、第三者に異常
な利益を与える財産減少行為をいうものと解
され、他人のための生命保険契約が、通常、
被保険者の死亡後における遺族の生活を保障
するために締結されることからすれば、いか
なる場合であっても滞納者のした保険料の払
込みが同条の「無償譲渡等の処分」に当たる
とするのは疑問といえよう。 

この点については、最高裁平成 16年 10月
29 日第二小法廷決定（民集 58 巻 7 号 1979

頁）が、「被相続人を保険契約者とし、共同相
続人の 1人又は一部の者を保険金受取人とす
る養老保険契約に基づき保険金受取人とされ
た相続人が取得する死亡保険金請求権は、民
法 903条 1項に規定する遺贈又は贈与に係る
財産には当たらないが、保険金の額、この額
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の遺産の総額に対する比率、保険金受取人で
ある相続人及び他の共同相続人と被相続人と
の関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情
を総合考慮して、保険金受取人である相続人
と他の共同相続人との間に生ずる不公平が民
法903条の趣旨に照らし到底是認することが
できないほどに著しいものであると評価すべ
き特段の事情が存する場合には、同条の類推
適用により、特別受益に準じて持戻しの対象
となる」旨を判示していること、滞納者が法
定相続分を大きく下回る財産を取得すること
とした遺産分割協議によって、法定相続分を
大きく上回る財産を取得した者に対して徴収
法第 39 条の第二次納税義務を課すことがで
きるか否かが争われた事案について、最高裁
平成 21年 12月 10日第一小法廷判決（民集
63巻 10号 2516頁）が、「国税の滞納者を含
む共同相続人間で成立した遺産分割協議が、
滞納者である相続人にその相続分に満たない
財産を取得させ、他の相続人にその相続分を
超える財産を取得させるものであるときは、
国税徴収法 39 条にいう第三者に利益を与え
る処分に当たり得るものと解するのが相当で
ある。」と判示し、同判決が「当たり得る」と
述べている点について、「遺産の分割は、必ず
しも相続分どおりに行われるものではなく、
共同相続人中に特別受益者や相続財産の維持
又は増加について特別の寄与をした者がある
ときは具体的な相続分は法定相続分と異なる
ものであり、また、遺産の分割は『遺産に属
する物又は権利の種類及び性質、各相続人の
年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その
他一切の事情』を考慮して行われるものであ
る。このような一切の事情を考慮して行われ
た遺産分割協議が、保護に値する合理的なも
のであると認められる場合には、これを『第
三者に利益を与える処分』に当たるものとみ
て徴収法 39 条を適用することは相当でない
といえる。」と解説されている（法曹時報 64

巻 5号 958頁以下）ことからすれば、本裁決

が述べるように、保険契約者の職業や地位、
資力、遺族の人数・年齢、国税の納付・徴収
と保険料の払込みとの関係を総合的に考慮し
て、当該保険料の払込みが保険事故発生によ
り保険金受取人に異常な利益を与えるもので
あると評価できる場合、すなわち、社会通念
に照らしてもなお保険金受取人に異常な利益
を与えるために保険契約が締結され、保険料
が払い込まれた場合にのみ、その払込みが徴
収法第 39 条にいう「無償譲渡等の処分」に
当たるものと解するのが相当であろう。 

(6) 無償譲渡等の処分と保険金請求権取得と

の基因関係等について 

次に、上記(4)で述べた保険金受取人に対す
る徴収法第 39 条の適用事例がこれまでにな
かった理由の第 2点目の保険料の払込みと保
険金受取人が現実に取得した保険金請求権と
の間の基因関係について検討する。 

この問題は、保険料の払込みによって滞納
者の財産が減少したとしても、保険金は保険
会社から保険金受取人に対して支払われるも
のであって、滞納者が保険金受取人に対して
直接に財産処分行為をしていない以上、保険
料の払込みと保険金受取人の保険金請求権の
取得との間に直接の基因関係を認めることが
困難であるというものであるが、徴収法第 39

条の条文からすれば、本裁決が述べるように、
滞納者の財産処分行為と受益者の受けた利益
との間に基因関係が認められれば足り、滞納
者が受益者に対して直接財産処分行為を行っ
ていることまで要するものではないと解する
のが相当であろう。 

また、保険料の払込みと徴収不足との間の
基因関係の有無も問題となるが、徴収不足で
あるか否かは、第二次納税義務の告知処分時
の現況により判断すべきものであり、当該無
償譲渡等の処分がなかったならば、徴収不足
を生じなかったであろうということができる
場合には、無償譲渡等の処分と徴収不足との
間に基因関係を認めるのが相当である（東京
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高裁昭和 52年 4月 20日判決・訟務月報 23

巻 6号 1117頁参照）から、徴収法第 39条の
規定による第二次納税義務の告知処分をしよ
うとするときにおいて、徴収不足であれば、
基因関係を認めることができると考えられ
る(7)。 

(7) 徴収法第 39条の「受けた利益」について 

上記(6)で述べたとおり、社会通念に照らし
てもなお保険金受取人に異常な利益を与える
目的で保険契約が締結され、保険料が払い込
まれた場合、その払込みが徴収法第 39 条の
「無償譲渡等の処分」に当たると解されるが、
同条を適用する場合における第二次納税義務
の限度、すなわち、同条の「受けた利益」が
いくらになるかということも問題となる。 

この点については、保険金受取人が受けた
利益は保険金の額であるから、その額が第二
次納税義務の限度になるとの見解もあり得る。 
しかしながら、徴収法第 39 条の第二次納
税義務の制度が、国税債権確保のための詐害
行為取消権の行使による逸出財産の取戻しを
行うのと同様の効果を得ようとするものであ
り、滞納者の財産処分行為がなければ処分さ
れた財産から徴収できたと認められる額を限
度として当該財産処分行為の受益者に第二次
納税義務を負わせるものと解され、また、当
該処分行為は滞納国税の法定納期限の 1年前
の日以後にされた財産処分行為のみを対象と
していることからすれば、保険金受取人が負
う第二次納税義務の限度額は、保険契約者が
滞納国税の法定納期限の 1年前の日以後に払
い込んだ保険料相当額に限られるといわざる
を得ず、本裁決もこのような考え方に基づい
て、請求人が受けた利益の額を判断している。 
(8) 本裁決の評価 

以上のとおり、本裁決の考え方は妥当なも
のであると考えられる。ただ、公表された裁
決においては、請求人が受け取った保険料が 
4 億円弱であるほか、保険契約者の職業、遺
族の人数等は明らかにされているものの、国

税の納付・徴収の状況や払込保険料の額は明
らかにされていないため、本裁決の妥当性に
ついては、直ちに評価しがたい面はある。こ
の点については、おそらく国税の納付回数・
納付額が少ないのに対して、高額な保険料を
継続的に払い込んでいた事案であったと推測
され、そうであれば、妥当な判断といえるの
ではないかと思われる。 

なお、本件のように、滞納者を保険契約者
兼被保険者とする保険契約に基づいて保険金
受取人が保険金支払請求権を取得した場合に
おける徴収法第 39 条の適用について、本裁
決が述べているように、保険契約者である滞
納者の職業や地位、資力、遺族の人数・年齢、
国税の納付・徴収と保険料の払込みとの関係
等を踏まえて社会通念に照らして判断すると
すれば、同条が適用される事例は、極めて少
ないのではないかと思われる。 

このことからすれば、本件は、非常に特殊
な事案であると思われ、また、今後、保険金
受取人に対して徴収法第 39 条の規定が適用
される事例は極めて少ないと思われるが、本
裁決は、これまでの裁判例や裁決例の事案で
は問題とならなかった点について判断してお
り、先例的意義を有するものといえよう(8)。 
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(1) 同判決は、本文記載の判示に続けて、「無償又
は、著しく低い対価による譲渡等であっても、実
質的にみてそれが必要かつ合理的な理由による
ものであると認められるときは、右の処分行為に
該当しないと解するのが相当である」と判示した
上で、滞納者からその妻であった原告に交付され
た金員は、原告が滞納者所有の土地に有していた
借地権を放棄したことの代償の意味、離婚を前提
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とする慰謝料、財産分与等の意味合いを有するも
のであるから、必要かつ合理的理由に基づくもの
であるとして、徴収法第 39 条に基づく第二次納
税義務の告知処分を取り消したが、同判決に対し
ては、滞納者が原告に交付した金員は上記の借地
権放棄等の対価として交付されたものといえる
のであるから、対価関係の有無及び受けた利益の
有無を問題とすべきであり、必要かつ合理的理由
の有無によって徴収法第 39 条の適用の可否を決
すべきではないと解するのが相当であるとの批
判がある（荒川雄二郎「国税徴収法第 39 条の成
立要件である無償譲渡等の処分行為の意義」税務
事例 3巻 4号 26頁）。また、最高裁昭和 53年 2

月 17日第二小法廷判決は、「無償又は著しく低い
対価による譲渡であっても、実質的にみてそれが
必要かつ合理的な理由に基づくものであると認
められるときは、徴収法第 39 条に規定する無償
譲渡等の処分には該当しないと解すべきである」
との上告人の主張を、独自の見解であるとして排
斥している。さらに、必要かつ合理的理由の有無
によって徴収法第 39 条の適用の可否を決すると
すると、滞納者や受益者の主観によって徴収法第
39 条の適用が左右されることになるが、徴収法
第 39 条の規定は、このような主観的要素を要件
としていると考えるのは困難である。したがっ
て、「必要かつ合理的な理由」の有無によって、
同条の適用の可否を判断することは相当でない
と考えられる。 

(2) 本文中に掲記した高松地裁平成 12 年 11 月 20

日判決は、滞納者の積極財産の減少の結果、第三
者に利益を与える処分であれば足り、その利益が
異常な利益であることまでは要しないと判示し
ているようにも読めるが、徴収法第 39 条が、財
産の低額譲渡があった場合、「著しく低い額の対
価による譲渡の場合のみ対象としていることか
らすれば、第三者に生じる利益が異常な利益であ
ることを要すると解すべきであろう。また、無償
譲渡等の処分については、「通常の経済取引とは
異なり、経済的合理性を欠く積極財産の減少行為
で、第三者に異常な利益を与えることになるも
の」と言い換えることもできよう。 

(3) ①無限責任社員の第二次納税義務（徴 33）、②
清算人等の第二次納税義務（徴 34）、③同族会社
の第二次納税義務（徴 35）、④実質所得者課税が

                                                                         
行われた場合の第二次納税義務（徴 36一）、⑤資
産の譲渡等を行った者の実質判定による課税が
行われた場合の第二次納税義務（徴 36二）、⑥行
為計算否認規定による課税が行われた場合の第
二次納税義務（徴 36三）、⑦共同的な事業者の第
二次納税義務（徴 37）、⑧事業譲受人の第二次納
税義務（徴 38）、⑨無償譲受人等の第二次納税義
務（徴 39）、⑩人格のない社団等の財産名義人の
第二次納税義務（徴 41①）、⑪人格のない社団等
の財産払戻し等があった場合の第二次納税義務。 

(4) 大判昭 11.5.13 民集 15 巻 877 頁、最三小判昭
40.2.2民集 19巻 1号 1頁及び最一小判平 14.11.5

民集 56巻 8号 2069頁参照。 

(5) 判例は、保険金請求権は保険契約の効力発生と
同時に保険金受取人が自己の固有の権利として
取得すると判示している（前掲注(4)参照）が、保
険事故発生前に保険契約が解約されることも、保
険金受取人が変更されることもあるため、保険金
受取人の権利は、保険事故が発生するまでは不安
定なものであり、保険金受取人は、保険事故が発
生したときに、現実に保険金請求権を取得すると
いうことができる。 

(6) 徴収法第 39 条の規定により第二次納税義務を
負う者は、無償譲渡等の処分によって権利を取得
した者又は義務を免れた者であるから、無償譲渡
等の処分と権利の取得又は義務の消滅との間に
基因関係が認められることが必要となる。 

(7) 徴収法第 39 条の第二次納税義務の納付告知処
分時において徴収不足となっている以上、無償譲
渡等の処分がされていないとすればその無償譲
渡等の処分の対象となった財産からその価額相
当額の国税を徴収することができたといえるの
であるから、そこに基因関係を認めることができ
る。 

(8) 本裁決は、生命保険契約に基づく保険料の払込
みが徴収法第 39 条の「無償譲渡等の処分」に当
たるか否か、保険料の払込みと保険金受取人が現
実に取得した保険金請求権との基因関係、保険金
受取人が受けた利益について、これまでの裁判例
等からは明らかであるとはいえない論点につい
て判断しており、取消訴訟が提起された場合に、
裁判所がどのような判断をするか興味のあると
ころではあるが、本件についての取消訴訟は提起
されなかったようである。 


